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1.3 地震及び津波への対応 

1.3.1 地震への対応 

1.3.1.1 機器の対応 

原子炉圧力容器・格納容器注水設備，原子炉格納容器内窒素封入設備，使用済燃料プー

ル設備，原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備，汚染水処理設備等及び電気系統設

備は，地震により想定されるリスクを評価しており，機能喪失時の代替手段を定めている。 

 

1.3.1.2 建屋の対応 

対象設備は，燃料を内包する建屋（１～６号機原子炉建屋，運用補助共用施設共用プー

ル棟）及び地下に滞留水を貯留する建屋（１～４号機原子炉建屋，１～４号機タービン建

屋，１～４号機廃棄物処理建屋，１～４号機コントロール建屋，プロセス主建屋，高温焼

却炉建屋）とする。 

 

(1)１～６号機原子炉建屋 

１～６号機原子炉建屋の損傷状況や温度上昇等を考慮した，基準地震動Ｓｓによる耐震

安全性評価を実施し，耐震壁及び使用済燃料プール躯体が終局状態に至らないことを確認

している。※１ 

※ １：福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性及び補強等に関する検討に係る報告書（その１）

（東京電力株式会社，平成２３年５月２８日） 

福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性及び補強等に関する検討に係る報告書（その１） 

（追補版）（改訂２）（東京電力株式会社，平成２４年１２月２５日） 

福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性及び補強等に関する検討に係る報告書（その２）

（東京電力株式会社，平成２３年７月１３日） 

福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性及び補強等に関する検討に係る報告書（その３）

（東京電力株式会社，平成２３年８月２６日） 

福島第一原子力発電所１～４号機本館建物の基準地震動 Ss に対する耐震安全性評価について（東京電力株

式会社，平成２５年２月２１日，特定原子力施設監視・評価検討会（第４回）資料５－１） 

 

(2)運用補助共用施設共用プール棟 

運用補助共用施設共用プール棟の耐震壁および使用済燃料共用プール躯体について，基

準地震動Ｓsによる耐震安全性評価を実施し，問題ないことを確認している（Ⅱ.2.12 参照）。 

 

(3)プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋 

 プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋について，基準地震動Ｓｓに対する地下滞留水を考

慮した地震応答解析を実施し，地下外壁のせん断ひずみが弾性範囲内であることを確認し

ている。※２，３ 
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※２: プロセス主建屋への移送に関する報告書（東京電力株式会社，平成２３年４月１８日） 

※３：プロセス主建屋及び雑固体廃棄物減容処理建屋（以下，高温焼却炉建屋）への移送に関する報告書（東京電力

株式会社，平成２３年５月１５日） 

 

(4)地下に滞留水を貯留する１～４号機原子炉建屋，１～４号機タービン建屋，１～４号機

廃棄物処理建屋及び１～４号機コントロール建屋 

１～４号機原子炉建屋について，基準地震動Ｓsに対する地下滞留水を考慮した地震応答

解析を実施し，地下外壁が終局状態に至らないことを確認している（１～３号機について

はⅡ.2.6，４号機については添付資料－３参照）。 

また，１～４号機タービン建屋，１～４号機廃棄物処理建屋及び１～４号機コントロー

ル建屋について，それぞれ代表号機を選定した上で，基準地震動Ｓｓに対する地下滞留水

を考慮した地震応答解析を実施し，地下外壁が終局状態にいたらないことを確認している。

また，代表号機以外については，代表号機の評価結果を踏まえ，建屋の類似性等を考慮し

て，耐震安全性を評価し，問題ないことを確認している。ここで，代表号機は滞留水の容

量が最大の号機とする。（Ⅱ.2.6 参照） 

 

(5) １～４号機原子炉建屋の点検について 

 １～４号機原子炉建屋について，作業安全性が確認された時点で，点検を実施する。 

４号機原子炉建屋の点検は，使用済燃料プールと原子炉ウェルの水位測定，ひび割れ調

査，建屋の垂直性の確認，コンクリートの強度確認を行う。このうち，使用済燃料プール

と原子炉ウェルの水位測定とひび割れ調査は4回/年，建屋の垂直性の確認とコンクリート

の強度確認は1回/年，プール燃料取り出し完了まで実施する。なお，プール燃料取り出し

完了後は，建物耐久性維持の観点から必要な点検を実施する。 

放射線量が高く，建屋内への進入が困難である１～３号機原子炉建屋については，遠隔

操作装置等による点検手法を検討の上，点検を実施する。 

 

1.3.2 津波への対応 

1.3.2.1 アウターライズ津波を想定した対応 

過去に福島沖のアウターライズで大規模な地震・津波が発生したことは知られていない

ものの，東北地方太平洋沖地震の影響によってアウターライズにおける地震の発生が専門

家によって指摘されていることから（Ｌａｙ ｅｔ ａｌ．（２０１１）等)，福島沖のア

ウターライズにおける地震に伴う津波を想定する。 

津波の評価にあたって想定する地震規模については，日本海溝でのアウターライズ地震

の既往最大規模は１９３３年昭和三陸地震（Ｍｗ８．４)であるが，ここでは，より安全側

の評価としてプレート境界で発生した地震ではあるものの，三陸沖で過去に発生した最大

規模の地震として１６１１年慶長三陸地震の地震規模Ｍｗ８．６を採用する。 
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また，評価にあたっては，波源の断層パラメータの不確かさを考慮することとし，断層

の位置，走向を変化させ，発電所の津波高さが最大となる場合を想定する。 

上記解析の結果，発電所港湾内から敷地（１～４号機側Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ，５・６号機

側Ｏ．Ｐ．＋１３ｍ）への遡上は確認されないものの，敷地南東側から１～４号機側敷地

（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）への遡上が確認された。このため，敷地の南東部に仮設防潮堤を設

置することとし，これをモデル化した数値解析を実施した。その結果，仮設防潮堤により

敷地への遡上を防ぐことができることを確認したことから，敷地の南東部に仮設防潮堤を

設置した。（添付資料－１） 

 

1.3.2.2 アウターライズ津波を超える津波を想定した対応 

(1)機器の対応 

原子炉圧力容器・格納容器注水設備，原子炉格納容器内窒素封入設備，使用済燃料プー

ル設備，原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備，汚染水処理設備等及び電気系統設

備は，津波により想定されるリスクを評価しており，機能喪失時の代替手段を定めている。 

また，５・６号機については，津波により想定されるリスクを評価しており，機能喪失

時の代替手段を定めている。 

 

(2)建屋の対応 

対象設備は，燃料を内包する建屋（１～４号機原子炉建屋，運用補助共用施設共用プー

ル棟）及び地下に滞留水を貯留する建屋（１～４号機原子炉建屋，１～４号機タービン建

屋，１～４号機廃棄物処理建屋，１～４号機コントロール建屋，プロセス主建屋，高温焼

却炉建屋）とする。 

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波に対し，１～４号機

原子炉建屋，１～４号機タービン建屋，１～４号機廃棄物処理建屋，１～４号機コントロ

ール建屋，運用補助共用施設共用プール棟，プロセス主建屋及び高温焼却炉建屋について，

津波による外壁や柱等の構造躯体に有意な損傷は確認されていない。 

なお，地下に汚染水が貯留する建屋について，現場の状況等を勘案し，津波襲来時の地

下からの汚染水流出防止を目的に，建屋開口部の閉塞等，低減対策を実施していく。 

また，５・６号機については，平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震

による津波に対し，５・６号機原子炉建屋，５・６号機タービン建屋，５・６号機廃棄物

処理建屋，５・６号機コントロール建屋について，津波による外壁や柱等の構造躯体に有

意な損傷は確認されていない。 

 

1.3.2.3 今後の対応 

原子力発電所で想定すべき津波については，東北地方太平洋沖地震を踏まえ，現在国に

よって検討が行われており，これら状況を注視しつつ必要に応じて今後の津波に対する安
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全性評価及び対策へ反映していく。 

 

1.3.3 添付資料 

 添付資料－１ アウターライズ津波を想定した対策 

 添付資料－２ 福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性及び補強等に関 

する検討に係る報告書（その１）（東京電力株式会社，平成２３年５月２ 

８日） 

 添付資料－３ 福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性及び補強等に関 

する検討に係る報告書（その１）（追補版）（改訂２）（東京電力株式会社， 

平成２４年１２月２５日） 

 添付資料－４ 福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性及び補強等に関 

する検討に係る報告書（その２）（東京電力株式会社，平成２３年７月１ 

３日） 

 添付資料－５ 福島第一原子力発電所の原子炉建屋の現状の耐震安全性及び補強等に関 

する検討に係る報告書（その３）（東京電力株式会社，平成２３年８月２ 

６日） 

 添付資料－６ 福島第一原子力発電所１～４号機本館建物の基準地震動 Ss に対する耐震 

安全性評価について（東京電力株式会社，平成２５年２月２１日，特定 

原子力施設監視・評価検討会（第４回）資料５－１） 

 添付資料－７ 福島第一原子力発電所４号機原子炉建屋健全性確認のための定期点検頻 

度の見直しについて（東京電力株式会社，平成２６年５月２日，特定原 

子力施設監視・評価検討会（第２１回）参考６） 
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アウターライズ津波を想定した対策 

 

1. 仮設防潮堤（フィルターユニット）の設置 

アウターライズ津波への対策としての仮設防潮堤は，切迫性の高いとされる津波に対す

る緊急的な対策として，平成２３年６月末に設置完了している。 

仮設防潮堤については，今回の地震により地盤が沈下した量（約０．７ｍ）も加味し，

Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ盤各所において想定されたアウターライズ津波の高さに対して求められ

た浸水深さに対して必要な防潮堤高さを設定し，総延長約４００ｍの仮設防潮堤を構築し

た。 

設計では，砕石を詰めた１段０．６ｍの高さの堤体（フィルターユニットエコグリーン）

を津波浸水深と津波の衝撃波力に抵抗できる規模（高さとせん断抵抗が必要な堤体敷幅）

まで積み上げた（最大Ｏ．Ｐ．＋１４．２ｍ）。 

津波の衝撃波力※については，防潮堤がない場合の進行波の浸水深の３倍の静水深による

水圧を仮設防潮堤の前面に作用させ，各断面（最大７段積：Ｏ．Ｐ．＋１４．２ｍの高さ

まで）での津波波力に対する抵抗力を求め，全ての断面形状での堤体のすべりに対する安

全性を確認している。また，仮設防潮堤の前面は，遮水材（ＣＶスプレー）により覆われ

ており遮水効果も有している。 

以上のことから，アウターライズ津波を想定しても，仮設防潮堤によりＯ．Ｐ．＋１０

ｍ盤への海水の浸入は防止でき，各設備・施設の機能は維持される。 

※：津波波力の算定については，「朝倉ほか(２０００)」，「津波避難ビル等に係るガイドライン(２００５)内閣府」

による。 

堤体（フィルターユニット）の耐久性については，メーカーにて耐候性，耐薬品性等の

促進試験を実施しており，国内本設工事（耐用年数３０年）に適用実績があることを確認

している。遮水材（ＣＶスプレー）についても，メーカーにて実施した促進試験により，

３０年以上の耐候性を確認している。 

 以下に仮設防潮堤の安定性検討結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料－１ 
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1.1 検討条件 

仮設防潮堤は，砕石を詰めた１段０.６ｍ高さのフィルターユニットを所定の高さ（後述

Ｏ．Ｐ．＋１２．４～１４．２ｍ）まで積み上げた構造である。安定性検討に使用するフ

ィルターユニット諸元は表－１の通りである。 

 

表－１ フィルターユニット諸元 

フィルターユニット形状 幅 2.4m×長さ 2.4m×高さ 0.6m 

フィルターユニット材質 ポリエステル，25mm 目 

内容物 砕石（50mm～250mm） 

フィルターユニット気中重量 39.2kN／個 

フィルターユニット間の摩擦係数* 0.8 

フィルターユニットと地盤面の摩擦係数* 0.6 

  

 

*摩擦係数について 

 フィルターユニットの摩擦係数は，「港湾の施設の技術上の基準・同解説」（H19.7）

に示される静止摩擦係数の特性値に基づいて設定する。 

 

  港湾の施設の技術上の基準・同解説（H19.7）上巻より抜粋・一部改変

 

仮設防潮堤の高さ，設計用津波高さを表－２にまとめる。 

仮設防潮堤の高さは，津波対策ありの条件において算定される津波高さを上回るように

設定している（図－１*）。例えば，最大津波高さ（Ｏ．Ｐ．＋１４．１３ｍ）となる箇所で

は，フィルターユニット７段積，高さＯ．Ｐ．＋１４．２ｍの仮設防潮堤を設定している。 

仮設防潮堤に対する波力を決定するための設計用津波高さには，進行波の水深を使用し

ている。具体的には，図－２*に示した津波対策なしの条件において算定される進行波の水

深より，１０ｍ盤の最大浸水深を設計用津波高さとして使用している。 

＊ ：福島第一・福島第二原子力発電所におけるアウターライズ津波対策（平成２４年４月２７日，地震・津波

に関する意見聴取会（津波関係），地震・津波（津波）１－４） 
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表－２ 仮設防潮堤の高さと設計用津波高さ 

断面形状 高さ 
設計用津波高さ 

（仮設防潮堤がない場合の進行波の
水深） 

４段積 O.P.+12.4m 1.40 m 

５段積 O.P.+13.0m 1.29 m 

６段積 O.P.+13.6m 2.22 m 

６段積（コーナー） O.P.+13.6m 2.36 m 

７段積 O.P.+14.2m 2.20 m 

 敷地南東部に仮設防潮堤を鉛直壁とし
てモデル化。

 防潮堤外側の水位を上回るように天端
高さを設定。

 最大O.P.+14.2mの高さとすることで敷

地への浸水を防ぐことが可能。

 N 

2 号機

T/B

R/B

T/B

R/B

T/B

R/B

3 号機 4 号機

R/B

1 号機

R/B

T/B

14.130

7

8

9

10

11

12

13

14

15

O
.P

.(
m

)

防潮堤外側の水位

12.4m 防潮堤 
13m 

14.2m 
13.6m 13.6m 

敷地高 10.0m 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 (m)

仮設防潮堤天端

鉛直壁をモデル化

 

図－１ １Ｆ敷地南側における最大津波高さと仮設防潮堤高さの比較（津波対策あり） 
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対策なし：浸水深分布図  発電所港湾内から敷地（１～４
号側O.P.+10m、５，６号側
O.P.13m）への遡上は確認さ

れない。
 敷地南東側から１～４号側敷

地（O.P.+10m）への遡上が確

認される。
 敷地南東側からの遡上を防ぐ

ため仮設防潮堤の設置を検討
する。

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 (m)0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 (m)
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敷地南東部
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図－２ １Ｆ敷地南側１０ｍ 盤沿いの最大浸水深（日本海溝寄りプレート内 

（正断層モデル）） 津波対策なし Ｏ．Ｐ.＋１０ｍに対する浸水深を示す 

 

津波波力に対する安定性検討（滑動，転倒）では，津波波圧として仮設防潮堤がないと

きの進行波の水深（最大浸水深）の３倍の静水圧*を設定する（図－３）。なお，仮設防潮堤

の海側には遮水材を施工し，浸水を防止していることから，浮力は発生しない。図－３は

例として，仮設防潮堤（７段積）の底部に対する滑動安定性評価を整理したものであり，

摩擦抵抗力（２０６ＫＮ）が波力（１９１ＫＮ）を上回ることから滑動しないことを示し

ている。 

 

*：津波避難ビル等に係るガイドライン（2005 内閣府） 

 

仮設防潮堤の
ないときの
進行波の水深

h=2.20m

3h=6.60m

O.P+10m

2.4m

9.6m

4.2m
（0.6m×7段）

摩擦抵抗力
206kN

波力
191kN

奥行１mあたり奥行１mあたり

フィルターユニット
遮水材

 

図－３  仮設防潮堤 津波波力の考え方（７段積の例） 
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地震については，水平震度０．３に対する安定性検討（滑動，転倒）を行う。また，地

震に対する裕度についても検討する。 

仮設防潮堤の断面形状，配置を図－４に示し，表－３に仮設防潮堤寸法をまとめる。 

 

表－３ 仮設防潮堤 寸法一覧 

断面形状 高さ 底盤幅 重心高さ 

４段積 2.40m 4.80m 1.20m 

５段積 3.00m 7.20m 1.41m 

６段積 3.60m 9.60m 1.59m 

６段積（コーナー） 3.60m 9.60m 1.67m 

７段積 4.20m 9.60m 1.81m 
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1.2 安定性の検討方法 

津波波力に対する滑動安定性検討は，図－５の通り，各断面（検討位置）に対して，津

波による波力およびフィルターユニットの摩擦抵抗力（水平耐力）をそれぞれ算定し，摩

擦抵抗力が津波波力を上回っていることを確認する。また，転倒に対する安定性について

は，荷重合力の偏心量が底面のミドルサード内にあることを確認する。 

地震についても同様に，滑動は図－５の各断面について摩擦抵抗力が地震力を上回るこ

とを確認し，転倒は，荷重合力の偏心量が底面のミドルサード内にあることを確認する。 

9.6m

断面①

断面②

断面③

断面④

断面⑤

断面⑥

3.6m
（0.6m×6段）

 

図－５ 仮設防潮堤断面図（６段積（コーナー）の場合） 

 

 

【津波波力に対する滑動安定性評価の計算例】 

６段積（コーナー）断面③（図－６）について，計算例を示す。 

仮設防潮堤の
ないときの
進行波の水深

h=2.36m

3h=7.08m

9.6m

断面③

h
1=

3.
6m

p1

p2

dF

h
2=

1.
8m

 

図－６ 津波波力 滑動（仮設防潮堤６段積（コーナー）断面③の例） 

 

○津波波力の算定 

・仮設防潮堤 高さ 3.6m における波圧（p1） 

p1= ρg(3h－h1)   = 1.03×103×9.8×(3×2.36－3.6)  = 35.1 kN/m2 

     ρ：海水密度（1.03×103 kg/m3），g：重力加速度（9.8 m/s2）， 

h：設計用津波高さ（2.36 m），h1：仮設防潮堤高さ（3.6m） 

・仮設防潮堤 高さ 1.8m（断面③）における波圧（p2） 
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p2= ρg(3h－h2)  = 1.03×103×9.8×(3×2.36－1.8)  = 53.3 kN/m2 

     ρ：海水密度（1.03×103 kg/m3），g：重力加速度（9.8 m/s2）， 

h：設計用津波高さ（2.36 m），h2：断面③高さ（1.8m） 

・仮設防潮堤 高さ 1.8m（断面③）における単位奥行き（1m）あたりの波力（dF） 

dF= 0.5×(p1+ p2)×(h1－h2) = 0.5×(35.1＋53.3)×(3.6－1.8) = 79.6 kN/m 

○摩擦抵抗力 

  検討位置の断面③に該当するフィルターユニットは９個 

  フィルターユニット気中重量：39.2kN/個，フィルターユニット間の摩擦係数：0.8 

フィルターユニット寸法：2.4m（奥行１個当） 

・摩擦抵抗力（単位奥行き（1m）当り）：39.2×9×0.8／2.4 ＝ 117.6 kN/m 

 ○評価 

  摩擦抵抗力は津波波力を上回り滑動しない。 

津波波力（dF） 79.6 kN ＜ 摩擦抵抗力 117.6 kN・・・・・・・・・・・・・ＯＫ 

  

【津波波力に対する転倒安定性評価の計算例】 

６段積（コーナー）（図－７）について，計算例を示す。 

仮設防潮堤の
ないときの
進行波の水深

h=2.36m

3h=7.08m

B = 9.6m

3.6m F＝192kN

y1=1.67m y2=1.60m

W＝343kN

x1=4.8m

d e

 

図－７ 津波波力 転倒（仮設防潮堤６段積（コーナー）の例） 

 

○荷重合力位置の算定 

仮設防潮堤６段積（コーナー）のフィルターユニット：21 個 

フィルターユニット気中重量：39.2kN/個，フィルターユニット寸法：2.4m（奥行１ 

個当） 

単位奥行きあたりの仮設防潮堤重量：W＝39.2（kN/個）×21（個）/2.4（m） 

＝343 kN/m 

単位奥行きあたりの津波波力：F＝191.87 kN/m 

仮設防潮堤重心高さ：y1＝1.67m，仮設防潮堤重心距離：x1＝4.8m 

津波波力重心高さ：y2＝1.5955m 
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・抵抗モーメント：Mr ＝W×x1＝343×4.8＝1646.4 kNm 

・転倒モーメント：Mo ＝F×y2＝191.87×1.5955＝306.1 kNm 

・底面合力作用位置：ｄ＝(Mr－Mo) / W＝(1646.4－306.1) / 343＝3.91 m 

・底面合力偏心量：ｅ＝B/2－ｄ＝4.80－3.91＝0.89 m 

○評価 

荷重合力は底面のミドルサード内であり，転倒することはない。 

底面合力偏心量：ｅ＝0.89 m ＜ B/6 ＝ 9.60 / 6 ＝ 1.60 m ・・・・・・・ＯＫ 
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1.3 結果 

表－４～７に検討結果を示す。 

表－４ 津波波力に対する滑動安定性検討結果 

断面形状 津波波力 摩擦抵抗力 評価 

４段積 

（津波高さ h=1.40m） 

断面①： 13kN 

断面②： 29kN 

断面③： 49kN 

断面④： 73kN 

断面①： 26kN 

断面②： 52kN 

断面③： 78kN 

断面④： 78kN 

○ 

５段積 

（津波高さ h=1.29m） 

断面①：  7kN 

断面②： 18kN 

断面③： 32kN 

断面④： 50kN 

断面⑤： 72kN 

断面①： 26kN 

断面②： 65kN 

断面③：105kN 

断面④：144kN 

断面⑤：137kN 

○ 

６段積 

（津波高さ h=2.22m） 

断面①： 20kN 

断面②： 44kN 

断面③： 72kN 

断面④：103kN 

断面⑤：138kN 

断面⑥：177kN 

断面①： 26kN 

断面②： 65kN 

断面③：105kN 

断面④：144kN 

断面⑤：196kN 

断面⑥：186kN 

○ 

６段積（コーナー） 

（津波高さ h=2.36m） 

断面①： 23kN 

断面②： 49kN 

断面③： 80kN 

断面④：113kN 

断面⑤：151kN 

断面⑥：192kN 

断面①： 39kN 

断面②： 78kN 

断面③：118kN 

断面④：170kN 

断面⑤：222kN 

断面⑥：206kN 

○ 

７段積 

（津波高さ h=2.20m） 

断面①： 16kN 

断面②： 36kN 

断面③： 60kN 

断面④： 87kN 

断面⑤：118kN 

断面⑥：153kN 

断面⑦：191kN 

断面①： 26kN 

断面②： 52kN 

断面③： 91kN 

断面④：131kN 

断面⑤：170kN 

断面⑥：222kN 

断面⑦：206kN 

○ 

※ 単位奥行き（1m）あたりの津波波力，摩擦抵抗力として算出。 

 

全ての断面において，津波波力に対する滑動安定性評価に問題はない。 

底部（フィルターユニットと地盤面）の摩擦係数を０．６としていることから，滑動安
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定性は，全断面を通して底部が最も厳しい評価となる。 

 

表－５ 津波波力に対する転倒安定性検討結果 

防潮堤断面 津波波力 偏心量 B/6 評価 

４段積（８個） 

底面幅 B：4.80m 

重量：130.7kN 

津波高さ：1.40m 

津波波力：73kN 

波力重心高さ：1.04m 

0.58m 0.80m ○ 

５段積（14 個） 

底面幅 B：7.20m 

重量：228.7kN 

津波高さ：1.29m 

津波波力： 72kN 

波力重心高さ： 1.18m

0.37m 1.20m ○ 

６段積（19 個） 

底面幅 B：9.60m 

重量：310.3kN 

津波高さ：2.22m 

津波波力：177kN 

波力重心高さ：1.58m 

0.90m 1.60m ○ 

６段積（コーナー）（21

個） 

底面幅 B：9.60m 

重量：343.0kN 

津波高さ：2.36m 

津波波力：192kN 

波力重心高さ：1.60m 
0.89m 1.60m ○ 

７段積（21 個） 

底面幅 B：9.60m 

重量：343.0kN 

津波高さ：2.20m 

津波波力：191kN 

波力重心高さ：1.77m 

0.99m 1.60m ○ 

※ 単位奥行き（1m）あたりの重量，波力として記載。 

 

全ての断面において，津波波力に対する転倒安定性評価に問題はない。 

仮設防潮堤の断面形状から重心位置が相対的に高くなるため，４段積ケースの偏心量と

Ｂ／６の比がやや大きい結果となる。 
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表－６ 地震力に対する滑動安定性検討結果 

断面形状 地震力 摩擦抵抗力 評価 

４段積 

断面①： 10kN 

断面②： 20kN 

断面③： 29kN 

断面④： 39kN 

断面①： 26kN 

断面②： 52kN 

断面③： 78kN 

断面④： 78kN 

○ 

５段積 

断面①： 10kN 

断面②： 25kN 

断面③： 39kN 

断面④： 54kN 

断面⑤： 69kN 

断面①： 26kN 

断面②： 65kN 

断面③：105kN 

断面④：144kN 

断面⑤：137kN 

○ 

６段積 

断面①： 10kN 

断面②： 25kN 

断面③： 39kN 

断面④： 54kN 

断面⑤： 74kN 

断面⑥： 93kN 

断面①： 26kN 

断面②： 65kN 

断面③：105kN 

断面④：144kN 

断面⑤：196kN 

断面⑥：186kN 

○ 

６段積（コーナー） 

断面①： 15kN 

断面②： 29kN 

断面③： 44kN 

断面④： 64kN 

断面⑤： 83kN 

断面⑥：103kN 

断面①： 39kN 

断面②： 78kN 

断面③：118kN 

断面④：170kN 

断面⑤：222kN 

断面⑥：206kN 

○ 

７段積 

断面①： 10kN 

断面②： 20kN 

断面③： 34kN 

断面④： 49kN 

断面⑤： 64kN 

断面⑥： 83kN 

断面⑦：103kN 

断面①： 26kN 

断面②： 52kN 

断面③： 91kN 

断面④：131kN 

断面⑤：170kN 

断面⑥：222kN 

断面⑦：206kN 

○ 

※ 単位奥行き（1m）あたりの地震力，摩擦抵抗力として算出。 

 

全ての断面において，地震力に対する滑動安定性評価に問題はない。 

底部（フィルターユニットと地盤面）の摩擦係数を０．６としていることから，滑動安

定性は，全断面を通して底部が最も厳しい評価となる。 

仮設防潮堤を設計する上での支配的な荷重は津波波力となっていることから，水平震度
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０．３に対しては十分な余裕があり，摩擦係数から判断すれば，水平震度０．６までの安

定性は確保することができる。 

 

表－７ 地震力に対する転倒安定性検討結果 

防潮堤断面 地震力 偏心量 B/6 評価 

４段積（８個） 

底面幅 B：4.80m 

重量：130.7kN 

地震力： 39kN 

重心高さ：1.20 m 
0.36m 0.80m ○ 

５段積（14 個） 

底面幅 B：7.20m 

重量：228.7kN 

地震力： 69kN 

重心高さ： 1.41m 
0.42m 1.20m ○ 

６段積（19 個） 

底面幅 B：9.60m 

重量：310.3kN 

地震力： 93kN 

重心高さ： 1.59m 
0.48m 1.60m ○ 

６段積（コーナー）（21

個） 

底面幅 B：9.60m 

重量：343.0kN 

地震力： 103kN 

重心高さ： 1.67m 
0.50m 1.60m ○ 

７段積（21 個） 

底面幅 B：9.60m 

重量：343.0kN 

地震力：103 kN 

重心高さ：1.81 m 
0.54m 1.60m ○ 

※ 単位奥行き（1m）あたりの重量，地震力として記載。 

 

全ての断面において，地震力に対する転倒安定性評価に問題はない。 

仮設防潮堤の断面形状から重心位置が相対的に高くなるため，４段積ケースの偏心量と

Ｂ／６の比がやや大きい結果となる。 

偏心量とＢ／６の関係を考えれば，４段積ケースにおいて水平震度０．６７とした場合

に，偏心量がミドルサード（Ｂ／６）を上回る結果となる。地震動に対する滑動安定性評

価（表－６）と併せて考えれば，仮設防潮堤フィルターユニットの安定性評価においては，

水平震度０．６まで問題は生じないものと考えることができる。 
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2. トレンチの閉塞 

２号機及び３号機の海水配管トレンチ及び電源ケーブルトレンチについては，平成２３

年４月２日及び５月１１日の海域への汚染水流出において，タービン建屋からの経路とな

ったことから，海域への汚染水流出防止措置として，平成２３年６月までにＯ．Ｐ．＋４

ｍ盤の開口部（ピット，トレンチ立坑入口）の閉塞を完了している。 

平成２４年１月から実施したトレンチ等内部点検において，溜まり水の放射性物質濃度

（Ｃｓ）が１０２～１０３Ｂｑ／ｃｍ３レベルであった２号機及び３号機ポンプ室循環水ポン

プ吐出弁ピットのうち２号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピットの水移送及び充填作業を

平成２４年４月２９日に完了した。また，３号機ポンプ室循環水ポンプ吐出弁ピットの水

移送及び充填作業を平成２４年５月２８日に完了した。 

このことから，アウターライズ津波により，高レベル汚染水が滞留している海水配管ト

レンチや電源ケーブルトレンチ等に海水が流入し，汚染水が溢水することはないと考えて

いる。 

 

 

以 上 
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